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第４章 給付管理とサービス・活動事業費の請求事務 

１ サービス・活動事業のコードと事業所の関係 

サービス種類コードと事業所指定の関係及びサービス種類ごとの１単位の単価については以下の

とおりです。 

 

（１） サービス種類コードと事業所指定 ※詳細なコードは別表単位数サービスコード表を参照 

サービス 

種類コード 
サービス種類名 該当する事業所 

Ａ２ 介護予防訪問サービス 
岡山市の介護予防訪問サービス事業者の指定を受けて

いる事業所 

Ａ３ 生活支援訪問サービス 
岡山市の生活支援訪問サービス事業者の指定を受けて

いる事業所 

Ａ６ 介護予防通所サービス 
岡山市の介護予防通所サービス事業者の指定を受けて

いる事業所 

Ａ７ 生活支援通所サービス 
岡山市の生活支援通所サービス事業者の指定を受けて

いる事業所 

※ 総合事業のサービス・活動事業者の指定状況は事業者指導課のホームページに掲載しています。 

（毎月更新） 

 

（２） サービス種類ごとの１単位の単価について 

サービス １単位の単価 

Ａ２：介護予防訪問サービス 10.21 

Ａ３：生活支援訪問サービス 10.21 

Ａ６：介護予防通所サービス 10.14 

Ａ７：生活支援通所サービス 10.14 
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２ 総合事業における日割り算定について 

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（確定版） （令和６年３月２８日事務連絡） 

総合事業の第１号訪問事業及び第１号通所事業の日割り請求は、月の途中から利用開始の契約

を行った場合、包括報酬でなく契約日を起算日とするなど、従来の予防給付と起算日が異なります。

主な利用例を次に示しますが、詳しくは次ページ以降の資料でご確認ください。 

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定

する。 

・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）

に応じた日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、

サービス算定対象日数を乗じて単位数を算定する。 

※サービス算定対象期間:月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。 

月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。 

（１）月途中で新規に総合事業サービスを利用する場合

①契約日(7/10)を起算日として日割算定する場合：日割単位数×２１日

②双方の合意によりサービス利用開始日(7/20)を起算日として日割算定する場合：

：日割単位数×１２日

①、②のいずれの算定方法も可

（２）月途中で新規に生活支援サービスから介護予防サービスに変更した場合

　（７月１６日に生活支援サービスから介護予防サービスに変更した場合）

①契約日(7/16)を起算日として日割算定する場合：

   生活支援サービス　日割単位数×１５日

　介護予防サービス　日割単位数×１６日

②双方の合意によりサービス利用開始日(7/20)を起算日として日割算定する場合：

   生活支援サービス　日割単位数×１９日

　介護予防サービス　日割単位数×１２日

①、②のいずれの算定方法も可

　※利用者との契約日を起算日として日割算定を行います。ただし、利用者と事業者双方の合意があれ
ば、利用開始予定日等を起算日としても差し支えありません。

　※利用者との契約日を起算日として日割算定を行います。ただし、利用者と事業者双方の合意があれ
ば、利用開始予定日等を起算日としても差し支えありません。

7/1 7/10（契約日） 7/20（サービス開始予定日） 7/31

7/1 7/16（契約日） 7/20（サービス開始予定日） 7/31

生活支援サービス 介護予防サービス

介護予防サービス又は生活支援サービス
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＜対象事由と起算日＞ 

月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防通所リハ 

（介護予防特定施設入居者

生活介護における外部サー

ビス利用型を含む） 

開
始 

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 
変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス

種類のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

契約日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は

介護予防認知症対応型共同生活介護の退

居（※１） 

退居日の翌日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契

約解除（※１） 

契約解除日の翌日 

・介護予防短期入所生活介護又は介護予

防短期入所療養介護の退所（※１） 

退所日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５

歳になって被保険者資格を取得した場

合） 

資格取得日 

終
了 

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 
変更日 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス

種類のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

契約解除日 

 

 

（廃止・満了日） 

（開始日） 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は

介護予防認知症対応型共同生活介護の入

居（※１） 

入居日の前日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利

用者の登録開始（※１） 

サービス提供日（通

い、訪問又は宿泊）

の前日 

・介護予防短期入所生活介護又は介護予

防短期入所療養介護の入所（※１） 

入所日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 
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月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

小規模多機能型居宅介護 

介護予防小規模多機能型居

宅介護 

複合型サービス（看護小規

模多機能型居宅介護） 

開
始 

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要

支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 

変更日 

・区分変更（要介護⇔要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

・受給資格取得 

・転入 

・利用者の登録開始（前月以前から継続し

ている場合を除く） 

サービス提供日 

（通い、訪問又は宿

泊） 

 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

 

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要

支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 

変更日 

・区分変更（要介護⇔要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

・受給資格喪失 

・転出 

・利用者との契約解除 

契約解除日 

 

 

（廃止・満了日） 

（開始日） 

（喪失日） 

（転出日） 

・公費適用の有効期間終了 終了日 

 

 

 

 

 

 

夜間対応型訪問介護 

地域密着型通所介護（療養

通所介護） 

開
始 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業所指定効力停止の解除 

・利用者の登録開始（前月以前から継続し

ている場合を除く） 

契約日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業所指定有効期間満了 

・事業所指定効力停止の開始 

・利用者との契約解除 

契約解除日 

 

（満了日） 

（開始日） 

・公費適用の有効期間終了 終了日 
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月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護（定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所

と連携して訪問看護を行う

場合） 

開
始 

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

・利用者の登録開始（前月以前から継続し

ている場合を除く） 

契約日 

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護

の退所（※１） 

・小規模多機能型居宅介護（短期利用

型）、認知症対応型共同生活介護（短期利

用型）、特定施設入居者生活介護（短期利

用型）又は地域密着型特定施設入居者生活

介護、複合型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護・短期利用型）の退居（※１） 

退所日の翌日 

 

退居日の翌日 

・医療保険の訪問看護の給付対象となった

期間（ただし、特別訪問看護指示書の場合

を除く） 

給付終了日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

・利用者との契約解除 

契約解除日 

 

 

（満了日） 

（開始日） 

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護

の入所(※１) 

・小規模多機能型居宅介護（短期利用

型）、認知症対応型共同生活介護（短期利

用型）、特定施設入居者生活介護（短期利

用型）又は地域密着型特定施設入居者生活

介護、複合型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護・短期利用型）の入居（※１） 

入所日の前日 

 

入居日の前日 

 

 

 

・医療保険の訪問看護の給付対象となった

期間（ただし、特別訪問看護指示書の場合

を除く） 

給付開始日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 
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月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 

開
始 

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

・利用者の登録開始（前月以前から継続し

ている場合を除く） 

契約日 

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護

の退所（※１） 

・小規模多機能型居宅介護（短期利用

型）、認知症対応型共同生活介護（短期利

用型）、特定施設入居者生活介護（短期利

用型）又は地域密着型特定施設入居者生活

介護、複合型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護・短期利用型）の退居（※１） 

退所日 

 

退居日 

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付終了日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

・利用者との契約解除 

契約解除日 

 

 

（満了日） 

（開始日） 

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護

の入所(※１) 

・小規模多機能型居宅介護（短期利用

型）、認知症対応型共同生活介護（短期利

用型）、特定施設入居者生活介護（短期利

用型）又は地域密着型特定施設入居者生活

介護、複合型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護・短期利用型）の入居（※１） 

入所日の前日 

 

入居日の前日 

 

 

 

 

 

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付開始日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 

 

 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具貸与 

（特定施設入居者生活介護

及び介護予防特定施設入居

者生活介護における外部サ

ービス利用型を含む） 

開
始 

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異な

り、かつ、当該月の貸与期間が一月に満た

ない場合（ただし、当分の間、半月単位の

計算方法を行うことも差し支えない） 

開始日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異な

り、かつ、当該月の貸与期間が一月に満た

ない場合（ただし、当分の間、半月単位の

計算方法を行うことも差し支えない） 

中止日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 
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月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防・日常生活支援総

合事業 

・訪問型サービス（独自） 

・通所型サービス（独自） 

 

※月額包括報酬の単位とし

た場合 

開
始 

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ）（通所

型サービス（独自）のみ） 

・区分変更（事業対象者→要支援）（通所

型サービス（独自）のみ） 

変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

契約日 

・利用者との契約開始 契約日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介

護予防認知症対応型共同生活介護の退居

（※１） 

退居日の翌日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約

解除（※１） 

契約解除日の翌日 

・介護予防短期入所生活介護の退所（※

１） 

退所日の翌日 

・介護予防短期入所療養介護の退所・退院

（※１） 

退所・退院日又は退

所・退院日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ）（通所

型サービス（独自）のみ） 

・区分変更（事業対象者→要支援）（通所

型サービス（独自）のみ） 

変更日 

終
了 

・区分変更（事業対象者→要介護） 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

契約解除日 

 

（廃止・満了日） 

 

（開始日） 

・利用者との契約解除 契約解除日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介

護予防認知症対応型共同生活介護の入居

（※１） 

入居日の前日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用

者の登録開始（※１） 

サービス提供日（通

い、訪問又は宿泊）の

前日 

・介護予防短期入所生活介護の入所（※

１） 

入所日の前日 

・介護予防短期入所療養介護の入所・入院

（※１） 

入所・入院日又は入

所・入院日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 
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月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

居宅介護支援費 

介護予防支援費 

介護予防ケアマネジメント

費 

― 

・日割りは行わない 

・月の途中で、事業者の変更がある場合

は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算

定を可能とする。（※１） 

・月の途中で、要介護度に変更がある場合

は、月末における要介護度に応じた報酬を

算定するものとする。 

・月の途中で、利用者が他の保険者に転出

する場合は、それぞれの保険者において月

額包括報酬の算定を可能とする 

・月の途中で、生保単独から生保併用へ変

更がある場合は、それぞれにおいて月額包

括報酬の算定を可能とする。 

― 

 

 

 

 

 

 

日割り計算用サービスコー

ドがない加算及び減算 
― 

・日割りは行わない 

・月の途中で、事業者の変更がある場合

は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算

定を可能とする。（※１） 

・月の途中で、要介護度（要支援含む）に

変更がある場合は、月末における要介護度

（要支援含む）に応じた報酬を算定するも

のとする。 

・月の途中で、利用者が他の保険者に転出

する場合は、それぞれの保険者において月

額包括報酬の算定を可能とする 

・月の途中で、生保単独から生保併用へ変

更がある場合は、それぞれにおいて月額包

括報酬の算定を可能とする。（月途中に介

護保険から生保単独、生保併用に変更とな

った場合も同様） 

― 

 
※１ ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保

険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。 
   なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市町村ではなく、政令市又は広域連合

を示す。 
※２ 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。 
 

 

  



４０ 

３ 総合事業における公費助成等の取扱いについて 

 

その他の制度における総合事業の取り扱いについては以下のとおりです。 

 

【その他の制度における総合事業の取り扱い】 

Ａ２ Ａ３ Ａ６ Ａ７

訪問型サービス
（独自）

訪問型サービス
（独自/定率）

通所型サービス
（独自）

通所型サービス
（独自/定率）

12
生活保護 ○ ○ ○ ○

25
中国残留 ○ ○ ○ ○

81
原爆助成 ○ ○

58
全額免除 ○

 

○印は請求が可能な公費 

 

 

ア） 生活保護・中国残留邦人 

生活保護法(中国残留邦人等支援法においてその例による場合を含みます。)における、介護扶助

給付対象の範囲としては、全てのサービスについて給付対象とします。 

 

イ） 原子爆弾被爆者に対する公費助成について 

原子爆弾被爆者については、現在、通所介護や訪問介護等の自己負担部分について全額公費

による助成事業が行われているところですが、今般の総合事業の実施に伴う助成範囲については、

介護予防サービスのみであり生活支援サービスは対象ではありません。 

 

ウ） 障害者総合支援法に基づく自立支援給付（障害福祉サービス）について 

総合事業（第１号事業）は、介護保険サービスと同様に、障害福祉サービスに優先します。すなわ

ち、サービス内容や機能から障害福祉サービスに相当する介護保険サービス（第１号事業を含む）

がある場合には、介護保険を優先して受けることとなります。 

そこで、障害福祉サービスを受給することができる障害者については、障害者が必要としている支

援内容を受けることが可能か否かを適切に判断したうえで、介護保険サービス（第１号事業を含む）

を利用し、それだけでは必要と認められる支給量が確保できない場合、又はサービス内容や機能

から介護保険サービス（第１号事業を含む）には相当するものがない障害福祉サービスについて、

障害福祉サービスを利用することになります。 

 

 

 



４１ 

４ 「給付管理票」「請求明細書」記載例 

概略 

記載例１ 

パターン：『事業対象者』が総合事業を利用 

認定：総合事業［生活支援訪問Ａ３］、事業対象者、２割 

ポイント：・事業対象者は支給限度額が 5,032 単位 

・生活支援訪問（Ａ３）、生活支援通所（Ａ７）は請求書に給付率を記入しない 

・同じサービスでも１割～３割で異なる専用コードがある 

 

 

記載例２ 

パターン：『要支援者』が生活支援訪問（Ａ３）を利用 

翌月、身体状況の変化により月途中で介護予防サービス（Ａ２）を利用 

設定：総合事業[介護予防訪問Ａ２][生活支援訪問サービスＡ３]要支援１、１割 

ポイント：介護予防訪問（Ａ２）と生活支援訪問（Ａ３）を同月に請求する場合は給付率を記入する 

 

 

記載例３ 

パターン：『事業対象者（住所地特例者）』が総合事業を利用 

設定：総合事業[介護予防訪問Ａ２] 事業対象者 １割  

・保険者（他市） 

･住所地（岡山市） 

・岡山市総合事業利用 

ポイント：岡山市のサービスコードを記入する 

住所地特例用の事業費明細書欄に記入する 

岡山市の総合事業ルール（有効期間あり、支給限度額 5,032 単位）が適用される 

 

 

【請求方法についてのお問い合わせ先】 

〒７００－８５６８ 

 岡山市北区桑田町１７番５号 

 岡山県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

 TEL ０８６－２２３－８８７６ 
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 様式第二の三（附則第二条関係）

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）

公費負担者番号

3 3 1 0 0 9

8 月分

公費受給者番号 保険者番号

令和 0 2 年 0

3 4 5 6 7 8

被

保

険

者

被保険者

番号
0 0 0 2

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　ウメコ

氏名 　介護　梅子

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性

別
１男 ２女

1 0

6 月

8 8 8 8 8 8

請

求

事

業

者

事業所

番号
3 3 7 8

事業所

名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ― 8 8

日

要支援

状態区分等
事業対象者・要支援１・要支援２

認定有効

期間

令和 0 2 年 0 6

年 1 0 月 1 0

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
令和 0 4 年 0 3 0

月 1 5 日 から
連絡先

日 まで

0 3 3
事業所

名称
　岡山市北区中央包括支援センター

開始

年月日
令和 0 2 年

介護予防

サービス

計画

　３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

事業所

番号
3 3 0 0 1 0 0

月 日

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止

年月日
平成 年0 6 月 1 5 日

サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数 摘要

支援訪問Ⅰ（８割） Ａ 3 1 6 0 41 9 80

（

住

所

地

特

例

対

象

者

）

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数

施設所在

保険者番号
摘要

請

求

額

集

計

欄

①サービス種類コード

／②名称
Ａ 3

訪問型サービス

（独自／定率）

8 8

 日③サービス実日数 4  日  日

④計画単位数 9

 日

⑤限度額管理対象単位数 9 8

⑥限度額管理対象外単位数 0

8

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥
9 8 8  事業

⑧公費分単位数  公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

0

円／単位
合計

⑩事業費請求額 8 0

円／単位円／単位 円／単位

6 9 6 9

⑪利用者負担額 2 0 1 8

8 0

1 8

⑫公費請求額 0

2 0

0

⑬公費分本人負担 0 0

枚中 枚目

▲ ▲ ▲ ▲
サービス種類

Ａ３（訪問型サービス 独自定率）

Ａ７（通所型サービス 独自定率）

は負担割合証の割合で審査を行わ

ないので給付率を記入しない

▲▲

１．事業所請求額を求める

⑩事業費請求額

《《⑦給付単位数×⑨単位数単価》×給付率》

988 単位× 10.21円 ＝10,087.4 ≒10,087 円

10,087 円 × 80％ ＝ 8,069.6 ≒ 8,069 円

２．利用者負担額を求める

⑪利用者負担額

《⑦給付単位数×⑨単位数単価》－⑩事業費請求額

988 単位 ×10.21 円＝10,087.4 ≒ 10,087 

10,087 円 －8,069 円＝2,018 円

サービス種類Ａ３ Ａ７についてはサービスコードと異なる割合

で計算されていれば返戻となります。

２割のサービスコード

岡山市の地域区分

７級地の単価を設定する

訪問・・・１０．２１

通所・・・１０．１４

【 記載例1 】 請求明細書

2 割
令和 ２ 年　 ８ 月　 １日開始年月日

カイゴ　ウメコ

終了年月日 令和 ３ 年　 ７ 月 ３１ 日　　

住　　　所

生年月日

７０４－８５４５

岡山市東区西大寺南町七丁目７番７号

昭和10年10月10日
性

別 女

利用者負担の

割　　合
適　　用　　期　　間

フ リ ガ ナ

０００２３４５６７８

交付年月日 令和２年　８月　１日

被
 

保
 

険
 

者

番　　　号

介　護　保　険　負　担　割　合　証

氏　　　名 介護　梅子

 

  



４３ 

 様式第十一　（附則第二条関係）

給付管理票（令和 月分）

支援事業者の

令和 令和

サービス事業者の

事業所名

2 年 8

保険者番号 保険者名 作成区分

9 岡山市 　1.　　居宅介護支援事業者作成

　2.　　被保険者自己作成

　3.　　介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成
被保険者番号 被保険者氏名

0 0

0 0 0 1 2

3 3 1

3 4 2 5

　カイゴ　モモコ
居宅介護／介護予防
支援事業者番号

3 3 0 0
介護　桃子

フリガナ

1 0 05 6 7 0

　　明 ・ 大 ・ 昭
男　女

　　事業対象者　　要支援 １ ・ ２

　　要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５

居宅介護／介護予防
支援事業者の事業所名

岡山市北区中央地域包括支援センター
12 年 12

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分 担当介護支援専門員番号

月 12 日

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

限度額適用期間
支給限度基準額 事業所所在地及び連絡先

～
委託

した

場合

委託先の支援事業所番号

月 介護支援専門員番号5 月 4 年 4

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

事業所番号 指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

サービス サービス

給付計画単位数

(県番号-事業所番号）

5,032 単位／月

種類名 種類コード

2 年

△△ヘルパーステーション 3 3 7 8 8 8 8 2 5 8 58 8 8

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

介護予防訪問サービス A

生活支援訪問サービス8 8 8 8 8

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

△△ヘルパーステーション 3 3 7 8 8

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

4 8A 3 4

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

 合計 1 0 3 3

令和２年８月サービス利用分

要支援１

【 記載例2 】 給付管理票

介護予防生活支援サービスのみの利用のため、

プラン代は、介護予防ケアマネジメント費として請求

総合事業の自己作成の選択不可

令和２年８月サービス利用

身体介護の必要がなかったため、生活支援

訪問サービス（A３）でサービスを利用していた。

↓

令和２年８月サービス利用

8/1～生活支援訪問サービス（A３）でサービス

を利用していたが、身体状況の変化により、身

体介護のサービスが必要となったため、8/16

～介護予防訪問サービス（A２）を利用すること

になった。

認定年月日
（事業対象者の場合

は、基本チェ ック

リスト実施日）

       令和２年　４月  ２３日

要介護状態

区　 分 　等 要支援１

認　 定　 の

有 効 期 間

 令和２年　５月　１日

（二）

 　　　　～令和４年　４月３０日

居宅サービス等

区　分　支　給　限　度　基　準　額

１月あたり

 令和２年　５月　１日

 　　　　～令和４年　４月３０日

　　　　　５，０３２単位

認定年月日
（事業対象者の場合

は、基本チェ ック

リスト実施日）

       令和２年　４月  ２３日

要介護状態

区　 分 　等 要支援１

認　 定　 の

有 効 期 間

 令和２年　５月　１日

（二）

 　　　　～令和４年　４月３０日

居宅サービス等

区　分　支　給　限　度　基　準　額

１月あたり

 令和２年　５月　１日

 　　　　～令和４年　４月３０日

　　　　　５，０３２単位
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 様式第二の三（附則第二条関係）

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）

公費負担者番号

3 3 1 0 0 9

8 月分

公費受給者番号 保険者番号

令和 0 2 年 0

2 3 4 5 6 7

被

保

険

者

被保険者

番号
0 0 0 1

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　モモコ

氏名 　介護　桃子

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性

別
１男 ２女

1 2

4 月

8 8 8 8 8 8

請

求

事

業

者

事業所

番号
3 3 7 8

事業所

名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ― 8 8

日

要支援

状態区分等
事業対象者・要支援１・要支援２

認定有効

期間

令和 0 2 年 0 5

年 1 2 月 1 2

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
令和 0 4 年 0 3 0

月 0 1 日 から
連絡先

日 まで

0 2 5
事業所

名称
　岡山市北区中央包括支援センター

開始

年月日
令和 0 2 年

介護予防

サービス

計画

　３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

事業所

番号
3 3 0 0 1 0 0

月 日

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止

年月日
平成 年0 5 月 0 1 日

3 9 1

サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数 摘要

訪問型サービスⅠ日割 Ａ 2 2 1 1

支援訪問Ⅰ・日割（７割） Ａ 3 1 9 1

55 5 81

86 4 42 2 8 1

（

住

所

地

特

例

対

象

者

）

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数

施設所在

保険者番号
摘要

請

求

額

集

計

欄

①サービス種類コード

／②名称
Ａ 2 訪問型サービス

8 5

 日③サービス実日数 1 5  日 1 6

Ａ 3
訪問型サービス

（独自／定率）

 日

④計画単位数 5

 日

4 4⑤限度額管理対象単位数 5 8

4 4 8

⑥限度額管理対象外単位数 0

85

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥
5

0

4 88 5 4  事業 7 0

⑧公費分単位数  公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

00

円／単位
合計

⑩事業費請求額 4 1

円／単位円／単位
1 0 2 1

円／単位

8 0 3 2 8 1

⑪利用者負担額 1 7 9 2

7 30 1

6 5

⑫公費請求額

1 3 7 3

0

3 1

0

0

0

⑬公費分本人負担 0 0

枚中 枚目

▲ ▲ ▲ ▲▲▲

【 記載例2 】 請求明細書

▲▲▲

負担割合証の割合で審査を行う

Ａ２（訪問型サービス）
Ａ６（通所型サービス）

と負担割合証の割合で審査を行わない

Ａ３（訪問型サービス 独自定率）

Ａ７（通所型サービス 独自定率）

を１枚の請求明細書で請求する場合は給
付率を記入する

１割負担・・・「９０」

２割負担・・・「８０」

３割負担・・・「７０」

３割のサービスコード

０００１２３４５６７

交付年月日 令和２年　８月　１日

被
 

保
 

険
 

者

番　　　号

介　護　保　険　負　担　割　合　証

氏　　　名 介護　桃子

住　　　所

生年月日

７００－８５４６

岡山市北区鹿田町1丁目 １ 番 １ 号

昭和12年12月12日
性

別 女

利用者負担の

割　　合
適　　用　　期　　間

フ リ ガ ナ

終了年月日 令和 ３ 年　 ７ 月 ３１ 日　　

令和 ２ 年　 ８ 月　 １日開始年月日

カイゴ　モモコ

3 割

 



４５ 

 様式第二の三（附則第二条関係）

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）

公費負担者番号

7 7 7 7 7 7

8 月分

公費受給者番号 保険者番号

令和 0 2 年 0

7 6 5 4 3 2

被

保

険

者

被保険者

番号
0 0 0 8

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　タロウ

氏名 　介護　太郎

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性

別
１男 ２女

1 1

4 月

8 8 8 8 8 8

請

求

事

業

者

事業所

番号
3 3 7 8

事業所

名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ― 8 8

日

要支援

状態区分等
事業対象者・要支援１・要支援２

認定有効

期間

令和 0 2 年 0 4

年 1 1 月 1 1

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
令和 0 4 年 0 3 0

月 1 7 日 から
連絡先

日 まで

0 2 5
事業所

名称
　岡山市北区中央包括支援センター

開始

年月日
令和 0 2 年

介護予防

サービス

計画

　３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

事業所

番号
3 3 0 0 1 0 0

月 日

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止

年月日
平成 年0 4 月 1 7 日

サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数 摘要

（

住

所

地

特

例

対

象

者

）

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数

施設所在

保険者番号
摘要

介護予防訪問介護Ⅰ Ａ 2 1 1 1 33100921 1 1 71

請

求

額

集

計

欄

①サービス種類コード

／②名称
Ａ 2 訪問型サービス

7 2

 日③サービス実日数 4  日  日

④計画単位数 1 1

 日

⑤限度額管理対象単位数 1 1 7

⑥限度額管理対象外単位数 0

2

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥
1 1 7 2  事業 9 0

⑧公費分単位数  公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

0

円／単位
合計

⑩事業費請求額 1 0 7

円／単位円／単位 円／単位

6 9 6 9

⑪利用者負担額 1 1 9 7

1 0 7

9 7

⑫公費請求額 0

1 1

0

⑬公費分本人負担 0 0

枚中 枚目

▲ ▲ ▲ ▲

被保険者が住所地特例対象者であり、住所地にて総合

事業サービスを受けた場合、事業費明細欄ではなく、事

業費明細欄（住所地特例対象者）に記載する

保険者市町村の証記載保険者番号ではなく、住所地

特例対象者が入所（入居）する施設の所在する市町

村の証記載保険者番号を記載する

▲ ▲ ▲ ▲

岡山市の総合事業サービスを実施し、岡山市のサー

ビスコードで保険者（７７７７７７）に請求する

岡山市の地域区分

７級地の単価を設定する

訪問・・・１０．２１

通所・・・１０．１４

【 記載例 ３】 請求明細書

▲▲

０００8765432

被
 

保
 

険
 

者

番　　　号

氏　　　名 介護　太郎

住　　　所

生年月日

７００－８５４５

岡山市北区大供８丁目８番８号

昭和11年11月11日
性

別 男

利用者負担の

割　　合
適　　用　　期　　間

フ リ ガ ナ

サービス付き高齢者住宅８８８

終了年月日 令和 ３ 年　 ７ 月 ３１ 日　　

令和 ２ 年　 ８ 月　 １日開始年月日

カイゴ　タロウ

1 割

終了年月日
割

開始年月日

 

  


